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 平成１８年度高松市立学校の学校医等に対する感謝状の贈呈について 

 

感謝状贈呈候補者 
氏 名 職 名 学校名および期間 備 考 

三渓小 昭和36年4月1日～平成19年3月31日 46 年間 
西風 桂子 学校医 

三渓幼 昭和48年4月1日～平成19年3月31日 34 年間 
勇 退 

渋谷 俊隆 学校医 牟礼中 昭和54年8月1日～平成19年3月31日 27 年間 勇 退 
豊田 道子 学校医 光洋中 昭和49年4月1日～平成19年3月31日 33 年間 勇 退 
鳥塚 文男 学校歯科医 鶴尾小 昭和61年4月1日～平成19年3月31日 21 年間 勇 退 

上西小 昭和57年4月1日～平成19年3月31日 25 年間 

塩江小 昭和57年4月1日～平成19年3月31日 25 年間 

安原小 昭和57年4月1日～平成18年3月31日 24 年間 
篠原 良平 学校薬剤師 

塩江中 昭和57年4月1日～平成18年3月31日 24 年間 

勇 退 

 

感謝状文案 

あなたは学校医として 多年にわたり職務に精励され 本市の学校保健活動の推進に寄与

されました ここに記念品を贈り深く感謝の意を表します 

 

（備考） 

学校医等感謝状贈呈審査基準内規 
１ 趣旨 
  この内規は，多年にわたり本市の学校保健活動を推進してきた学校医，学校歯科医およ

び学校薬剤師（以下「学校医等」という。）に高松市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）感謝状を贈呈するための審査基準を定めるものとする。 
２ 審査基準 
  前項の規定により感謝状を贈呈するものは，次の各号の一に該当するものとする。 
 学校医等として，２０年以上在職し退職した者 
 学校医等として，１０年以上在職し死亡した者 
 前各号に掲げるもののほか，教育委員会が適当と認める者 

３ 選考委員会 
  教育長，教育部長，教育部次長および学校教育関係課長によって委員会を構成し選考す

る。 
４ 表彰 
  表彰は，感謝状および記念品とし，原則として毎年３月に行う。 
  附 則  
 この内規は，昭和５６年３月２６日から施行し，昭和５５年３月２６日から適用する。 


